
 
 

 

家庭教育支援チーム 
 

（１）活動主体（チーム）について 

①チーム名 

（呼称） 

URL 

山口市家庭教育支援チーム 

（呼称 なし） 

URL：http://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/kodomo/50839.html 

②活動拠点 山口市教育委員会（山口市役所 別館） 

③活動範囲 山口市内全域 

④組織体制 

２７人 

子育てサポーター ７人、元教員 ６人、民生委員・児童委員 ８人 

保護司１人 地域学校協働活動推進員 ５人 

⑤活動開始年度 平成３０年度（２０１８年度） 

⑥問合せ先 

 

山口市教育委員会 社会教育課 

（TEL）083-934-2865 

（E-mail）s-kyoiku@city.yamaguchi.lg.jp 

 

 

 

（２）活動内容について 

①活動形態 

（複数チェック可能） 

☑保護者等への学びの場の提供 

☑保護者等への地域の居場所づくり 

☑アウトリーチ型家庭教育支援（※保護者の居場所に出向いて届ける支援） 

    ☑自宅に届ける支援（情報提供、相談対応等） 

    ☑保育所・幼稚園・学校等に届ける支援（情報提供、相談対応等） 

    □その他の保護者に届ける支援（情報提供、相談対応等） 

□その他（                          ） 

②活動対象 

（複数チェック可能） 

☑乳幼児 ☑小学生（低学年） ☑小学生（中学年） ☑小学生（高学年） 

☑中学生 □高校生以上    の子供を持つ保護者に対する活動を実施 

http://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/kodomo/50839.html
mailto:s-kyoiku@city.yamaguchi.lg.jp


③活動内容 

○保護者カフェの開設 

活動拠点がある学校内で、保護者が想いを語り合うカフェを設ける。語り

合いの中から活動のヒントを得たり、子育ての悩みや不安へ対応するため

の訪問個別相談へつないだりしている。また、PTAと連携し、一人でも多くの

保護者に参加できるように呼び掛けをしている。 

○「子そだてマナビィ」(子育て講座・親子参加型行事)の企画・運営 

子育て世代の保護者や親子を対象に、市教育委員会社会教育課主催で

行われる家庭教育講座「子そだてマナビィ」について、子どもとの関わり方

や自然体験教室等、参加者のニーズ調査を基に講座を企画・運営してい

る。 

○就学時健康診断での子育て講座の企画・運営 

市内の小学校で開催される就学時健康診断の際に保護者同士のつなが

りづくりを目的として開催される家庭教育講座の企画・運営をしている。 

○訪問相談 

山口市家庭教育訪問支援ダイヤルや保護者カフェ、家庭教育講座実施

時に訪問相談を希望された家庭に対し実施している。 

○広報紙等の作成・配付 

子育てのヒントとなる情報、講座の案内や家庭教育支援チームを紹介す

る広報紙を年３回作成し、市内の幼稚園・保育園・小学校・中学校・地域交

流センター等へ配付している。 

広報カードを作成し、市内の幼稚園・保育園・小学校・中学校・地域交流

センター、医療機関等へ配付している。 

小学校・中学校入学前の保護者に向けたリーフレット「親も子も一歩ず

つ」を作成し、仮入学時等に配付している。 

○家庭教育アドバイザー連絡会議および研修会 

年３回の連絡会議と年２回の研修会を通して、各地域で活動している家

庭教育アドバイザーが集まり、情報共有や、対応方針について検討する。ま

た、個別相談の対応やファシリテーターとしてのスキル向上のための研修会

を臨床心理士等の専門家を講師に実施している。 

 

④活動の成果 

（活動実績がある 

場合） 

平成１６年度から行っていた家庭教育訪問支援ダイヤルの相談件数が家

庭教育講座や保護者カフェ等の機会に個別相談があることを伝えることで、

相談件数が増えてきた。顔の見える関係で、支援チームについて知らせる

ことで、安心して訪問相談を希望できるようになったようである。 

相談件数：令和元年度 37 件、令和 2 年度 42 件、令和 3 年度（10 月ま

で）21 件 

保護者カフェ実施回数：令和元年度 24 回、令和 2 年度 20 回、令和 3 年

度 25 回予定 

 

 



⑤活動財源 

（複数チェック可能） 

☑文部科学省補助事業（事業名：地域における家庭教育支援基盤構築事業） 

□文部科学省委託事業（事業名：                        ） 

□厚生労働省事業（事業名：                            ） 

□地方公共団体単独事業として実施 

□特段の予算措置はない（自主的に活動を実施） 

□その他の支援により活動を実施 

  （                                           ） 

 


